
災害対策基本法 

発令    ：昭和36年11月15日法律第223号 

最終改正：令和5年6月16日号外法律第58号 

改正内容：令和5年6月16日号外法律第58号[令和5年6月16日] 

 

（都道府県防災会議の設置及び所掌事務） 

第十四条 都道府県に、都道府県防災会議を置く。 

２ 都道府県防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 都道府県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 都道府県知事の諮問に応じて当該都道府県の地域に係る防災に関する重要事項を審議

すること。 

三 前号に規定する重要事項に関し、都道府県知事に意見を述べること。 

四 当該都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害復旧に関

し、当該都道府県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定公共機関及び関係

指定地方公共機関相互間の連絡調整を図ること。 

五 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 


